
   

27 日獣発第 201 号 

平成27年10月14日 

 

地方獣医師会会長 各 位 

 

   公益社団法人 日本獣医師会  

会 長  藏 内 勇 夫 

(公印及び契印の押印は省略)  

 

 

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法に基づき 

管理者が行う届出等の適切な実施に関する協力依頼 

 
このことについて、平成 27 年 9 月 28 日付け 27 消安第 3539 号をもって、

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長から、別添のとおり通知がありま

した。 
このたびの通知は、牛の管理者が牛の個体識別のための情報の管理及び伝達

に関する特別措置法に基づき行った届出について、新たに熊本県の酪農家２戸

及び佐賀県の酪農家 1戸において同法第 8 条第 1 項の違反（事実と異なる出生

日の届出）が判明したため催告を行ったが、再発防止のため、牛の管理者に対

する指導等のより一層の強化と、本制度の周知徹底等を地方農政局消費・安全

部長等あて通知したので、本会へも管理者等に対する制度の更なる周知徹底へ

の協力が依頼されたものです。 
つきましては、貴会関係者に周知方よろしくお願いいたします。 
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